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東京都品川区西五反田八丁目１番５号

代表取締役 秋 津 勝 彦

第69期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第69期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月24日（月曜

日）午後５時までに到着するよう、ご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月25日（火曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区六番町15番地

主婦会館プラザエフ

３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第69期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人

および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第69期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役７名選任の件

第２号議案 監査役１名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。
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　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書

類の個別注記表」につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット上の

当社ウェブサイト（http://www.avio.co.jp）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通

知提供書面には記載しておりません。したがいまして、本招集ご通知提供書面に記載している連

結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に

際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。

　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合

は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.avio.co.jp）に掲載させていただきます。

株主総会の来会記念品はご用意しておりませんので、何卒ご理解賜りますようお
願い申しあげます。
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（提供書面）
事　 業　 報　 告

( 自　2018年４月１日
至　2019年３月31日 )

１．当社グループの現況に関する事項
(1) 事業の経過および成果

　当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、

緩やかな回復基調が持続したものの、設備投資については、中国経済の減速

などを受けた外需の低迷が、輸出企業の設備投資の抑制に作用し、製造業を

中心に機械受注が減少しました。世界経済に関しては、米国は底堅さを維持

する一方、中国や欧州などの景気は減速基調で推移しました。

　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、宇宙・防衛市場では、

引き続き防衛省の海外調達が増加し、国内調達は低調に推移しました。民需

市場では、スマートフォン市場の低迷や、米中貿易摩擦の影響により大きく

悪化しました。

　このような状況の中、当社グループは、原価改善および諸経費の削減に努

めるとともに、自動車部品市場向けの新製品投入を進めるなどの諸施策を展

開しました。

　なお、2016年７月７日に「連結子会社における物件収去等に伴う補償金の

収受及び、プリント配線板事業の移管並びに、通期業績予想の修正に関する

お知らせ」にて公表いたしましたとおり、東海旅客鉄道株式会社（以下、

ＪＲ東海といいます。）のリニア中央新幹線計画に協力するため、プリント

配線板の製造を分担している連結子会社の山梨アビオニクス株式会社（2018

年10月１日付で当社が吸収合併）の敷地の一部をＪＲ東海に譲渡するにあた

り、建物等の解体および更地化の工事を進めておりましたが、これらの工事

は当期で完了しました。

　この結果、連結売上高は前期比12億46百万円減少の174億60百万円（前期比

6.7%減）となりました。連結損益は、原価改善および諸経費の削減に努めた

ものの、売上高が減少したことから、営業損益は前期比６億38百万円改善の

70百万円の損失、経常損益は前期比６億９百万円改善の１億55百万円の損失

となりました。親会社株主に帰属する当期純損益は、山梨アビオニクス株式

会社の建物等の解体および更地化の工事完了による敷地の一部のＪＲ東海へ

の譲渡に伴い、受取補償金等として24億34百万円を特別利益に計上したもの

の、建物の解体に伴う固定資産除却損等として６億21百万円を特別損失に計

上し、更に繰延税金資産の回収可能性の見直しに伴う繰延税金資産の取崩し

等により16億35百万円の法人税等を計上したことから、前期比５億84百万円

悪化の22百万円の利益となりました。
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　また、剰余金の配当につきましては、累積損失は解消したものの、業績お

よび財務体質の強化などを総合的に勘案して、まことに遺憾ながら普通株式、

第１種優先株式および第２種優先株式のいずれについても無配とさせていた

だきます。

(2) 部門別の事業の概況

情報システム

　情報システムは、防衛省の国内調達が低調に推移している影響はあるも

のの、期首受注残高が高水準であったことから、売上高は増加しました。

セグメント損益は、一部の不採算案件により原価悪化があったものの、売

上高の増加、諸経費の削減により改善しました。

　この部門の当期の売上高は、116億41百万円（前期比20.3％増）となりまし

た。セグメント損益は、前期比７億95百万円改善の20百万円の利益となりまし

た。

電子機器

　電子機器は、赤外線機器の売上高はほぼ横ばいに推移しました。接合機

器の売上高は、国内は自動車部品市場向けの売上高が増加したものの、海

外はスマートフォン市場の低迷や、米中貿易摩擦の影響が想定以上であっ

たことから、情報機器向けが大きく落ち込み、全体として大きく減少しま

した。セグメント損益は諸経費の削減に努めたものの、売上高の減少によ

り悪化しました。

　この部門の当期の売上高は、54億99百万円（前期比22.3%減）となりました。

セグメント損益は、前期比５億51百万円悪化の30百万円の利益となりました。

プリント配線板

　プリント配線板は、2018年３月をもって生産停止し、当期の顧客の売上

検収の完了により事業終息しております。山梨アビオニクス株式会社の敷

地については、建物等の解体および更地化の工事を完了し、その一部につ

いてＪＲ東海へ譲渡が完了しました。

　この部門の当期の売上高は、３億20百万円（前期比83.6%減）となりました。

セグメント損益は、前期比３億94百万円改善の１億22百万円の損失となりまし

た。

(3) 設備投資の状況

　当期は、情報システム用生産設備の増強などに総額２億51百万円の設備投

資を行いました。

(4) 資金調達の状況

　当社は、運転資金の機動的な調達を行うために主要取引金融機関とコミッ

トメントライン契約を締結しております。
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(5) 重要な企業再編等の状況

　当社は、2018年10月１日に当社を吸収合併存続会社、子会社である山梨ア

ビオニクス株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、同社のすべ

ての権利義務を承継しております。

(6) 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、米国の政策動向や中国経済の成長鈍化、各

国の保護主義的な動き、地政学リスクの懸念など、当社グループを取り巻く

マクロの社会・経済環境は、不確実性が常態となっております。

　このような状況の中、当社グループは2020年までの中期経営計画を発表し、

計画達成を目指してまいりました。

　しかしながら、当社グループに関連する宇宙・防衛市場では、防衛省の海

外調達の増加により国内調達が今後も低調に推移することが予想されるとと

もに、民需市場では、米中貿易摩擦に端を発する世界経済の減速により、景

気回復の時期が不透明な状況にあることから、連結財務ターゲットを見直す

こととしております。

　基本方針とした「顧客価値経営の推進」はそのままに、情報システムと電

子機器の２つのセグメントにおいて、競争力強化および差別化をはかり、成

長を目指してまいります。

　情報システムでは、当社グループの強みであるリアルタイム処理、耐環境

の実績とノウハウを活かし、社会の安心安全への貢献に取り組んでまいりま

す。

　電子機器のうち接合機器では、４つの接合工法を持つ強みを生かし、「つ

ける」顧客価値の提供に、赤外線サーモグラフィでは、目に見えない熱を見

せるソリューションの提供にそれぞれ取り組んでまいります。

　また、当社グループは、次の施策を進めてまいります。

　①顧客価値提案力の強化

　　・お客様に対する理解の深耕

　　・困りごとを解決するコンサルティング営業・提案型営業への転換

　　・強みであるコアビジネスをベースに事業領域を拡大

　②技術基盤の再構築化

　　・戦略領域の技術・スキルの獲得、強化

　　・新たな技術革新・イノベーションへの対応

　③ＱＣＤ（品質、コスト、納期）の改善

　　・品質改善活動の継続により「品質のアビオ」への回帰

　　・コスト競争力の強化

　　・納期遵守率の向上

　④制度・仕組みの改革、働き方改革

　　・制度・仕組みの近代化、業務プロセス改革、働き方改革による生産性向上

　以上の諸施策により、オペレーショナル・エクセレンスを実現し、収益力

を向上させ、復配を目指して全社一丸となって邁進する所存であります。
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(7) 財産および損益の状況の推移

①　当社グループの財産および損益の状況の推移

年　度

区　分

2 0 1 5 年度

（第66期）

2 0 1 6 年度

（第67期）

2 0 1 7 年度

（第68期）

2 0 1 8 年度

（ 当 期 ）

受 注 高(百万円) 21,826 22,825 19,712 16,425

売 上 高(百万円) 22,920 21,442 18,707 17,460

経 常 損 益(百万円) 479 △  60 △ 764 △ 155

親会社株主に帰属
する当期純損益

(百万円) 115 1,510 606 22

１株当たり当期純損益(円) 40.96 534.81 214.87 7.83

総 資 産(百万円) 27,548 27,493 27,581 26,492

純 資 産(百万円) 6,779 8,183 8,981 9,029

１株当たり純資産(円) 1,585.82 2,083.06 2,365.75 2,383.05

（注）１．「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用

しております。

２．当社は2017年10月１日付で普通株式につき10株を１株とする株式併合を行っておりま

す。第66期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純損益および１

株当たり純資産を算定しております。

②　当社の財産および損益の状況の推移

年　度

区　分

2 0 1 5 年度

（第66期）

2 0 1 6 年度

（第67期）

2 0 1 7 年度

（第68期）

2 0 1 8 年度

（ 当 期 ）

受 注 高(百万円) 21,706 22,736 19,705 16,413

売 上 高(百万円) 22,757 21,352 18,700 17,449

経 常 損 益(百万円) 534 496 △ 250 △ 153

当 期 純 損 益(百万円) 342 723 △　65 1,289

１株当たり当期純損益(円) 121.17 256.18 △23.03 456.71

総 資 産(百万円) 26,290 25,620 25,598 25,260

純 資 産(百万円) 6,192 6,915 6,849 8,139

１株当たり純資産(円) 1,378.03 1,634.15 1,610.97 2,067.69

（注）１．「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用

しております。

２．当社は2017年10月１日付で普通株式につき10株を１株とする株式併合を行っておりま

す。第66期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純損益および１

株当たり純資産を算定しております。
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(8) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

会 社 名
当社株式の

議決権比率
関 係 内 容

日 本 電 気 株 式 会 社 50.26％
当社は同社に対して、情報システム製

品等を納入しております。

②　親会社等との間の取引に関する事項

イ．親会社等との取引にあたり当社の利益を害さないように留意した事項

計算書類の個別注記表７．に記載している親会社等との取引にあたっ

ては、他の取引先との取引における契約条件や市場価格に留意し、合理

的に取引条件を決定しております。

ロ．親会社等との取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役

会の判断およびその理由

当社取締役会は、親会社等との取引は当社の社内規程に基づき行われ

ており、親会社から独立して 終決定していることから、当社グループ

の利益を害するものではないと判断しております。

③　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

福島アビオニクス株式会社 450百万円 100％ 情報システム製品等の製造

（注）　当社は、2018年10月１日付で山梨アビオニクス株式会社を吸収合併いたしました。

④　重要な技術提携等の状況

　主要な技術提携の相手先は、Lockheed Martin Corporation（米国）であ

り、情報表示装置等の製造に関する技術導入契約を締結しております。
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(9) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

部 門 主 要 製 品

情 報 シ ス テ ム
表示・音響関連装置、誘導・搭載関連装置、

指揮・統制関連装置、ハイブリッドＩＣ

電 子 機 器 接合機器、赤外線機器

（注）　プリント配線板部門は、2018年３月をもって生産停止し、当期の顧客の売上検収の完了

により事業終息しております。

(10) 主要な営業所および工場（2019年３月31日現在）

①　当社

名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 品 川 区

中 部 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市

西 日 本 支 店 大 阪 府 大 阪 市

福 岡 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市

横 浜 事 業 所 神 奈 川 県 横 浜 市

新 横 浜 事 業 所 神 奈 川 県 横 浜 市

（注）　府中支店は、2018年４月25日付で廃止いたしました。

②　主要な子会社

名 称 所 在 地

福 島 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市
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(11) 従業員の状況（2019年３月31日現在）

①　当社グループの従業員の状況

区 分 従 業 員 数

情 報 シ ス テ ム 483名

電 子 機 器 184名

全 社 ( 共 通 ) 150名

合 計 817名

（注）　従業員数は就業人員を表示しております。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

721名 11名 47.5才 20.9年

（注）　従業員数は就業人員を表示しております。

(12) 主要な借入先（2019年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,780百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,150百万円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 970百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 320百万円
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２．会社の株式に関する事項（2019年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 8,000,000株

普 通 株 式 7,600,000株

第１種優先株式

第２種優先株式

4,000,000株

1,500,000株

(2) 発行済株式の総数 5,130,000株

普 通 株 式 2,830,000株

第１種優先株式

第２種優先株式

800,000株

1,500,000株

(3) 株主数 普 通 株 式 3,325名

第１種優先株式

第２種優先株式

１名

１名

（注）　第１種優先株式および第２種優先株式は、日本電気株式会社が全株所有しております。

(4) 大株主の状況(上位10名)

株 主 名
持 株 数

持 株
比 率

議 決 権
比 率普通株式

第 １ 種
優先株式

第 ２ 種
優先株式

合 計

日 本 電 気 株 式 会 社 1,415千株 800千株 1,500千株 3,715千株 72.50％ 50.26％

楽 天 証 券 株 式 会 社 52千株 － － 52千株 1.03％ 1.87％

株式会社三井住友銀行 44千株 － － 44千株 0.86％ 1.57％

日本アビオニクス従業員
持 株 会

29千株 － － 29千株 0.57％ 1.03％

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口）

25千株 － － 25千株 0.50％ 0.91％

三井住友信託銀行株式会社 24千株 － － 24千株 0.49％ 0.88％

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口９）

23千株 － － 23千株 0.46％ 0.85％

住友生命保険相互会社 21千株 － － 21千株 0.43％ 0.77％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 21千株 － － 21千株 0.41％ 0.75％

上 原 　 昭 夫 17千株 － － 17千株 0.33％ 0.60％

（注）１．持株比率および議決権比率は、自己株式(5,982株)を控除して計算しております。

　　　２．第１種優先株式および第２種優先株式は、議決権がありません。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（2019年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
執行役員社長

秋 津 勝 彦 経営全般および業務運営の総括

取 締 役
執行役員常務

上 田 　 勇
情報システム事業統括
ＣＳＲ・コンプライアンス担当

取 締 役
執行役員常務

竹 内 正 人
電子機器事業統括
赤外線サーモグラフィ事業部担当

取 締 役 延　岡　健太郎 大阪大学大学院経済学研究科 教授

取 締 役 望 月 愛 子

株式会社経営共創基盤 パートナー マネージング
ディレクター

株式会社ＩＧＰＩテクノロジー 代表取締役ＣＥＯ

公認会計士

取 締 役 伊 藤 茂 樹
日本電気株式会社 社会基盤ビジネスユニット主席
主幹

取 締 役 大 久 保 智 史
日本電気株式会社 経営企画本部長代理兼経営企画
本部関連企業部長

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外監査役

監査役(常勤) 鈴 木 智 雄

監査役(常勤) 篠 田 　 亨

監 査 役 千　原　真衣子 片岡総合法律事務所 パートナー弁護士

監 査 役 大 貫 篤 繁 日本電気株式会社 経理本部長兼経理本部主計室長

（注）１．2018年６月26日開催の第68期定時株主総会において、竹内正人および大久保智史の両

氏が新たに取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

２．取締役　延岡健太郎および望月愛子の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は

延岡健太郎および望月愛子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、届出ております。

３．監査役　鈴木智雄、篠田亨および千原真衣子の各氏は、社外監査役であります。なお、

当社は千原真衣子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出てお

ります。

４．監査役　鈴木智雄および大貫篤繁の両氏は、日本電気株式会社において長年経理業務

を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者であります。

５．当期中に退任した取締役の氏名、退任時の会社における地位、退任年月日および退任

理由は次のとおりであります。

氏 名
退任時の会社に
お け る 地 位

退任年月日（退任理由）

新 井 　 孝 男
取 締 役
執 行 役 員

2018年６月26日（任期満了）

松 本 　 康 子 取 締 役 2018年６月26日（任期満了）
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(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）延岡健太郎、望月愛子、

伊藤茂樹および大久保智史の各氏ならびに監査役　千原真衣子および大貫篤

繁の両氏とは、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任の限定契約を同法

第427条第１項の規定に基づき締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度

額は、同法第425条第１項に定める金額としております。

(3) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 ９名 67百万円

監 査 役 ４名 37百万円

計 13名 105百万円

（注）１．上記には、2018年６月26日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退任した取締

役２名を含んでおります。

２．執行役員兼務取締役には、取締役としての報酬のほかに使用人分給与は支払っており

ません。

３．取締役の報酬限度額は、年額２億円以内（2012年６月28日開催の第62期定時株主総会

決議）、監査役の報酬限度額は、年額４千万円以内（2007年６月28日開催の第57期定時

株主総会決議）となっております。
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(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

（2019年３月31日現在）

区 分 氏 名 兼 職 状 況

社 外 取 締 役 延　岡　健太郎 大阪大学大学院経済学研究科 教授

社 外 取 締 役 望 月 愛 子

株式会社経営共創基盤パートナー マネージング
ディレクター
株式会社ＩＧＰＩテクノロジー 代表取締役ＣＥＯ
公認会計士

社 外 監 査 役 鈴 木 智 雄 なし

社 外 監 査 役 篠 田 　 亨 なし

社 外 監 査 役 千　原　真衣子 片岡総合法律事務所 パートナー弁護士

（注）１．大阪大学と当社との間に特別の関係はありません。

２．株式会社経営共創基盤および株式会社ＩＧＰＩテクノロジーと当社との間に特別の関

係はありません。

３．片岡総合法律事務所と当社との間に特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役 延　岡　健太郎

当期に開催された取締役会へは13回すべてに出席
し、製品開発や顧客価値創造に関する豊富な知識
と高い見識に基づく意見を述べ、提言等を行いま
した。

社 外 取 締 役 望 月 愛 子
当期に開催された取締役会へは13回すべてに出席
し、会計に関する専門的な知識と事業再生の経験
に基づく意見を述べ、提言等を行いました。

社 外 監 査 役 鈴 木 智 雄

当期に開催された取締役会へは13回すべてに出席
し、監査役会へは14回すべてに出席し、経営会議
その他重要な会議においても議論に参画するな
ど、経理・財務に係る経験と知見に基づく意見を
述べ、提言等を行いました。

社 外 監 査 役 篠 田 　 亨

当期に開催された取締役会へは13回すべてに出席
し、監査役会へは14回すべてに出席し、経営会議
その他重要な会議においても議論に参画するな
ど、企業法務に係る経験と知見に基づく意見を述
べ、提言等を行いました。

社 外 監 査 役 千　原　真衣子

当期に開催された取締役会へは13回すべてに出席
し、監査役会へは14回すべてに出席し、それぞれ
弁護士としての専門的な知識と経験に基づく意見
を述べ、提言等を行いました。

③　社外役員の報酬等の総額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

社外役員の報酬等の総額 ５名 47百万円
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４．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 41百万円

②　当社および子会社が支払うべき金銭その他財産上の
　利益の合計額

41百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの

で、①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

　　監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積

りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいた

しました。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この

場合、解任後 初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨およびその理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制

　当社は、以下のとおり業務の適正を確保するための体制を定め、内部統制シ

ステムを整備し、運用しております。

　(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制

①　取締役および執行役員は、当社および子会社（以下Ａｖｉｏグループ

という。）における企業倫理の確立ならびに取締役および使用人による

法令、定款および社内規程の遵守の確保を目的として制定した「Ａｖｉｏ

グループ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグループ行動規範」を率先垂

範する。

②　経営企画本部は、「Ａｖｉｏグループ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏ

グループ行動規範」の周知徹底のための活動を行い、監査本部は、Ａｖｉｏ

グループにおける法令、定款および社内規程の遵守状況の監査、問題点

の指摘および改善提案を行う。

③　取締役会は、Ａｖｉｏグループの社会的責任の遂行のために執行役員

社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの維持、

改善に務める。

④　取締役は、重大な法令違反その他法令および社内規程の遵守に関する

重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅

滞なく取締役会において報告する。

⑤　Ａｖｉｏグループにおける法令違反または「Ａｖｉｏグループ企業行

動憲章」もしくは「Ａｖｉｏグループ行動規範」の違反またはそのおそ

れのある事実に関する主な情報の提供先または相談窓口は、監査本部と

する。

⑥　監査本部はＡｖｉｏグループに内部者通報制度「アビオ・コンプライ

アンスホットライン」の周知徹底をはかり、違反事実またはそのおそれ

のある事実の発見に努める。

⑦　ＣＳＲ・コンプライアンス委員会は、ＡｖｉｏグループのＣＳＲ・コ

ンプライアンス体制の遵守状況を確認し、不適切な行為の原因究明およ

び再発防止の審議を行い、スタッフ部門が再発防止策の展開など体制の

整備・改善の推進を行う。

⑧　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、

一切の関係を遮断し、全社を挙げて毅然とした態度で臨むものとする。
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(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

①　取締役および使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等の保存およ

び管理については、「文書規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。

②　情報セキュリティについては、「ＩＴマネジメント基本規程」に基づき、

情報セキュリティ体制の維持・向上のための施策を継続的に実施する。

③　株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重

要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書について

は、法令に従い適正に作成し、適切に保存・管理する。

④　企業秘密については、「企業秘密管理規程」に基づき適切に管理する。

⑤　個人情報については、法令および「個人情報保護規程」に基づき厳重

に管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　Ａｖｉｏグループにおける重要なリスクについては、経営企画本部を

主管部門とし、リスク管理の基本方針に基づき、経営会議でその対策に

ついて十分な審議を行ったうえで、必要に応じて取締役会に報告する。

②　事業部門およびスタッフ部門は、担当事業および担当事項、ならびに

自部門の業務の適正かつ効率的な遂行のためのリスク管理を適切に実施

する。

③　経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、

必要に応じて弁護士、公認会計士など外部の専門家の助言を受け、関係

部門において分析および対策を検討する。

④　事業部門およびスタッフ部門は、Ａｖｉｏグループの事業に関する重

大なリスクを認識したときまたは重大なリスクの顕在化の兆しを認知し

たときは、速やかに関係するスタッフ部門および執行役員にその状況を

報告するとともに、特に重要なものについては、監査役に報告する。

⑤　各部門のリスク管理体制およびリスク管理の実施状況の監査は、監査

本部が行う。

(4) 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

①　取締役会は、執行役員の担当事項を定め、執行役員に対する大幅な権

限委譲を行うことにより、Ａｖｉｏグループの事業運営に関して迅速な

意思決定および機動的かつ効率的な職務執行を推進する。

②　取締役会は、月に１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催

し、機動的な意思決定を行う。
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③　取締役会は、Ａｖｉｏグループの中期経営計画、予算を決定し、その

進捗状況を報告させ、執行状況を監督する。

④　執行役員は、取締役会で定めたＡｖｉｏグループの中期経営計画およ

び予算に基づき効率的な職務執行を行い、予算の進捗状況については、

執行役員、本部長、事業部長等で構成される事業執行会議で確認し、取

締役会に報告する。

⑤　代表取締役等は、適宜、取締役会で取締役および執行役員の職務執行

状況について報告する。

⑥　執行役員その他の使用人の職務権限の行使は、職務権限規程に基づき

適正かつ効率的に行う。

⑦　執行役員は、職務執行の効率化をはかるため、各種業務用情報システ

ムの構築、運用および改善を行う。

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　当社は、子会社に対して、「Ａｖｉｏグループ企業行動憲章」および

「Ａｖｉｏグループ行動規範」に基づく当社主管部門による日常的な管

理を行うとともに、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保する

ための体制の整備に関する指導および支援を行う。

②　当社は、Ａｖｉｏグループにおける経営の健全性および効率性の向上

をはかるため、各子会社について、取締役および監査役を必要に応じて

派遣するとともに、当社内に主管部門を定めることとし、当該主管部門

は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受

け、協議を行う。

③　当社の親会社である日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」という。）の当

社主管部門と日常的な連携を行うとともに、必要に応じて遵法体制その他

当社の業務の適正を確保するための体制の整備についてＮＥＣと協議する。

④　子会社の事業運営に関する事項については、その重要度に応じて、当

社において、経営会議での審議、決裁および取締役会への付議を行う。

⑤　主管部門は、主管する子会社がその業務の適正または効率的な遂行を

阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および

支援する。

⑥　監査本部は、業務の適正性に関する子会社の監査を行う。

⑦　監査役は往査を含め、子会社の監査を行うとともに、Ａｖｉｏグルー

プにおける業務の適正の確保のため、監査に関して子会社の監査役と意

見交換等を行い、連携をはかる。
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(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制

①　Ａｖｉｏグループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取

引法その他関連法令等に基づき、評価、維持、改善等を行う。

②　当社の各部門および子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離

による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性と信頼

性の確保に努める。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立

性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人が必要な場合、適切な使用人をその任

にあて、当該使用人について業務執行からの独立性を確保する。

(8) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への

報告に関する体制

①　取締役および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行

状況その他に関する報告を行う。また、当社は、子会社の取締役、監査

役および使用人が、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況そ

の他に関する報告を行うよう指導する。

②　監査本部長は、監査役に対し、内部者通報制度「アビオ・コンプライ

アンスホットライン」の運用状況について定期的に報告し、取締役に

「Ａｖｉｏグループ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグループ行動規範」

に違反する事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合には、

直ちに報告する。

③　当社は、内部者通報制度に基づく通報または監査役に対する職務の執

行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、Ａｖｉｏグルー

プの取締役および使用人に対し不利な取扱いを行わない。

④　重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

(9) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席

する。

②　監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧する

ことができる。

③　監査役は、定時および臨時に監査役会を開催し、監査実施状況等につ

いて情報の交換・協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監

査に関する報告を受け、意見交換を行う。

④　監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、

これに応じる。
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６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

・　コンプライアンス体制については、当社グループに対して、コンプライ

アンス教育を実施するなど、「Ａｖｉｏグループ行動規範」の内容を周知

する活動を展開しております。

・　内部者通報制度については、通報があった場合は、まず監査役に報告す

るものとし、ＣＳＲ・コンプライアンス委員会や取締役会において適切に

報告され、必要な対応を行っております。

・　情報の管理については、定期的に情報セキュリティ教育を実施しており

ます。

・　リスク管理については、当社グループの重点リスクを設定し、その対策

結果も含め経営会議にて議論を行っております。特に重要な案件について

は、取締役会にも報告しております。

・　事業の執行状況の監督については、取締役会において、社外取締役を含

め、忌憚のない意見交換や議論をとおして適切に行われています。

・　内部統制システムの整備・運用については、取締役会で、監査本部の監

査報告に基づき、当事業年度の内部統制システムに関する基本方針は適切

に運用され、企業集団としての内部統制システムが有効に整備・運用され

ていることを確認しております。

（注）　本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお

ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 お よ び 預 金

受取手形および売掛金

た な 卸 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 お よ び 構 築 物

機械装置および運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

18,974

3,217

11,753

3,813

190

7,517

4,672

640

40

125

3,851

14

109

2,734

13

2,628

5

117

△29

流 動 負 債 9,600

支払手形および買掛金 3,553

短 期 借 入 金 2,700

未 払 法 人 税 等 71

賞 与 引 当 金 362

工 事 損 失 引 当 金 6

製 品 保 証 引 当 金 88

事業移管損失引当金 82

そ の 他 2,736

固 定 負 債 7,862

長 期 借 入 金 2,640

繰 延 税 金 負 債 516

再評価に係る繰延税金負債 994

退職給付に係る負債 3,430

そ の 他 280

負 債 合 計 17,462

純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,229

資 本 金 5,895

利 益 剰 余 金 348

自 己 株 式 △15

その他の包括利益累計額 2,800

その他有価証券評価差額金 △0

土地再評価差額金 2,253

退職給付に係る調整累計額 546

純 資 産 合 計 9,029

資 産 合 計 26,492 負 債 純 資 産 合 計 26,492

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 自　2018年４月１日
至　2019年３月31日 )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 17,460

売 上 原 価 13,580

売 上 総 利 益 3,880

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費 3,950

営 業 損 失 70

営 業 外 収 益 53

受 取 利 息 お よ び 配 当 金 0

そ の 他 53

営 業 外 費 用 138

支 払 利 息 63

そ の 他 75

経 常 損 失 155

特 別 利 益 2,434

固 定 資 産 売 却 益 34

受 取 補 償 金 2,400

特 別 損 失 621

減 損 損 失 88

固 定 資 産 除 却 損 497

事 務 所 移 転 費 用 35

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,657

法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税 22

法 人 税 等 調 整 額 1,612

当 期 純 利 益 22

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 22

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 自　2018年４月１日
至　2019年３月31日 )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 1 8 年 ４ 月 1 日 期 首 残 高 5,895 750 △423 △14 6,207

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

資本剰余金から利益剰余金
へ の 振 替

△750 750 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

22 22

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － △750 772 △0 21

2 0 1 9年３月3 1日期末残高 5,895 － 348 △15 6,229

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2 0 1 8 年 ４ 月 1 日 期 首 残 高 － 2,253 520 2,773 8,981

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

資本剰余金から利益剰余金
へ の 振 替

－

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

22

自 己 株 式 の 取 得 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額)

△0 26 26 26

連結会計年度中の変動額合計 △0 － 26 26 48

2 0 1 9年３月3 1日期末残高 △0 2,253 546 2,800 9,029

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2019年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 お よ び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

た な 卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 お よ び 構 築 物

機械装置および運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

18,745

3,190

359

11,392

3,173

33

43

179

366

5

6,514

4,050

360

17

108

3,548

14

73

72

0

2,391

13

450

1,840

117

△29

流 動 負 債 9,652

支 払 手 形 271

買 掛 金 3,496

短 期 借 入 金 2,700

未 払 金 1,255

未 払 法 人 税 等 63

未 払 費 用 512

前 受 金 122

賞 与 引 当 金 312

工 事 損 失 引 当 金 6

製 品 保 証 引 当 金 88

事業移管損失引当金 82

そ の 他 739

固 定 負 債 7,468

長 期 借 入 金 2,640

繰 延 税 金 負 債 284

再評価に係る繰延税金負債 994

退 職 給 付 引 当 金 3,269

そ の 他 280

負 債 合 計 17,121

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,885

資 本 金 5,895

利 益 剰 余 金 5

その他利益剰余金 5

繰 越 利 益 剰 余 金 5

自 己 株 式 △15

評価・換算差額等 2,253

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

△0

土地再評価差額金 2,253

純 資 産 合 計 8,139

資 産 合 計 25,260 負 債 純 資 産 合 計 25,260

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 自　2018年４月１日
至　2019年３月31日 )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 17,449

売 上 原 価 13,807

売 上 総 利 益 3,641

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費 3,710

営 業 損 失 68

営 業 外 収 益 24

受 取 利 息 お よ び 配 当 金 5

そ の 他 18

営 業 外 費 用 109

支 払 利 息 70

そ の 他 39

経 常 損 失 153

特 別 利 益 3,614

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 1,179

固 定 資 産 売 却 益 34

受 取 補 償 金 2,400

特 別 損 失 607

減 損 損 失 88

固 定 資 産 除 却 損 484

事 務 所 移 転 費 用 35

税 引 前 当 期 純 利 益 2,852

法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税 3

法 人 税 等 調 整 額 1,559

当 期 純 利 益 1,289

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 自　2018年４月１日
至　2019年３月31日 )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本

合計
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰
余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

2 0 1 8年 ４ 月 １ 日 期 首 残 高 5,895 750 － 750 77 △2,112 △2,034 △14 4,596

事業年度中の変動額

資本準備金からその他
資本剰余金への振替

△750 750 －

その他資本剰余金から繰
越利益剰余金への振替

△750 △750 750 750 －

利益準備金の取崩 △77 77 －

当 期 純 利 益 1,289 1,289 1,289

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 （ 純 額 ）

事業年度中の変動額合計 － △750 － △750 △77 2,117 2,039 △0 1,289

2 0 1 9年 ３ 月3 1日 期 末 残 高 5,895 － － － － 5 5 △15 5,885

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券評

価差額金
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

2 0 1 8年 ４ 月 １ 日 期 首 残 高 － 2,253 2,253 6,849

事業年度中の変動額

資本準備金からその他
資本剰余金への振替

－

その他資本剰余金から繰
越利益剰余金への振替

－

利益準備金の取崩 －

当 期 純 利 益 1,289

自 己 株 式 の 取 得 △0

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 （ 純 額 ）

△0 △0 △0

事業年度中の変動額合計 △0 － △0 1,289

2 0 1 9年 ３ 月3 1日 期 末 残 高 △0 2,253 2,253 8,139

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年４月25日

日本アビオニクス株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 近 　 藤 　 　 　 敬 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 北 　 村 　 雄 二 朗 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本アビオニクス株式会社の2018
年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、日本アビオニクス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年４月25日

日本アビオニクス株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 近 　 藤 　 　 　 敬 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 北 　 村 　 雄 二 朗 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本アビオニクス株式会社
の2018年４月１日から2019年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第69期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議した結
果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役か

ら監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
監査計画、職務の分担等に従い、取締役、監査本部その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び事業所のほか主要な営業拠点において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の
取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受け、また、子会社に赴き、その業務及び財産の
状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企
業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事
項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議
の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年
10月28日企業会計審議会）等に従って適切に整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をす
るに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当
社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由に
ついて、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

2019年４月25日

日本アビオニクス株式会社　監査役会

常勤監査役
　  (社外監査役) 鈴 木 智 雄 

常勤監査役
　  (社外監査役) 篠　 田　　　　亨 

社外監査役 千 　 原 　 真 衣 子 

監査役 大 貫 篤 繁 

以　上

－ 29 －



株主総会参考書類

第１号議案　取締役７名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員(７名)の任期が満了いたしますので、

あらためて取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者

番　号
氏　　　　　名 現在の当社における地位 候補者属性

１ 再任
うえ

上
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
いさむ

勇 取締役執行役員常務

２ 再任
たけ

竹
 

　
うち

内
 

　
まさ

正
 

　
と

人 取締役執行役員常務

３ 再任
あき

秋
 

　
つ

津
 

　
かつ

勝
 

　
ひこ

彦 代表取締役執行役員社長

４ 再任
のべ

延
 

　
おか

岡
 

　
けん

健
た

太
ろう

郎 社外取締役
社外

独立

５ 再任
もち

望
 

　
づき

月
 

　
あい

愛
 

　
こ

子 社外取締役
社外

独立

６ 再任
い

伊
 

　
とう

藤
 

　
しげ

茂
 

　
き

樹 取締役

７ 再任
おお

大
く

久
ぼ

保
 

　
さと

智
 

　
し

史 取締役
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候補者
番　号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

１

再任

うえ

上
だ

田 　
いさむ

勇

(1960年10月６日生)

1984年４月　日本電気㈱入社

2010年７月　同社電波応用事業部長代理

2013年４月　同社電波応用事業部長

2016年４月　同社パブリックビジネスユニット主席主幹

2016年６月　当社執行役員常務（現任）

2017年６月　当社取締役（現任）

2019年４月　当社情報システム事業本部長（現任）

800株

＜取締役候補者とした理由＞

上田勇氏は、日本電気㈱および当社において宇宙・防衛事業に長年携わっております。取

締役にふさわしい知識と経験を有しており、当社グループの企業価値向上に有益であると

判断し、取締役候補者としたものであります。

２

再任

たけ

竹
うち

内
まさ

正
と

人

(19 6 4年２月７日生)

1986年４月　当社入社

2008年７月　当社ソリューションプロダクツ事業部長

代理

2010年５月　当社接合機器事業部長

2014年４月　当社執行役員

2018年６月　当社取締役（現任）

2018年７月　当社執行役員常務（現任）

2019年４月　当社電子機器事業本部長（現任）

1,400株

＜取締役候補者とした理由＞

竹内正人氏は、当社において接合機器に長年携わり、2017年６月から赤外線機器にも執行

役員として携わるなど、民需事業全般を経験しており、また、事業および商品戦略に長け

ていること、変革へのリーダーシップを発揮していることから、当社グループの企業価値

向上に有益であると判断し、取締役候補者としたものであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

３

再任

あき

秋
つ

津
かつ

勝
ひこ

彦

(195 6年６月５日生)

1979年４月　日本電気㈱入社

1997年７月　同社企画部調査担当部長

2002年７月　同社経営企画部グループマネージャー

2004年４月　同社社会インフラソリューション企画本

部長

2012年４月　当社顧問

2012年６月　当社代表取締役執行役員社長(現任)

3,400株

＜取締役候補者とした理由＞

秋津勝彦氏は、2012年から当社代表取締役を務めており、その経験を引き続き企業統治の

強化を通じた企業価値向上に活用するため、取締役候補者としたものであります。

４

再任 社外 独立

のべ

延 　
おか

岡 　
けん

健
た

太
ろう

郎

(1959年３月15日生)

1981年４月　マツダ㈱入社

1999年６月　神戸大学経済経営研究所 教授

2008年５月　一橋大学イノベーション研究センター 教授

2012年４月　一橋大学イノベーション研究センター 

センター長

2013年６月　当社取締役（現任）

2018年10月　大阪大学大学院経済学研究科 教授（現任）

400株

＜社外取締役候補者とした理由＞

延岡健太郎氏は、経営学をはじめ、顧客価値創造や付加価値を持つ商品開発方法等に関し

長年研究されており、その知識や経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役

候補者としたものであります。なお、同氏は、社外役員となる以外の方法で過去に会社の

経営に関与された経験がございませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職

務を適切に遂行できるものと判断しております。

５

再任 社外 独立

もち

望
づき

月
あい

愛
こ

子

(1979年５月22日生)

2002年４月　中央青山監査法人入所

2005年４月　公認会計士登録

2014年１月　㈱経営共創基盤ディレクター

2014年６月　当社取締役（現任）

2016年10月　㈱経営共創基盤 パートナー マネージン

グディレクター（現任）

2018年７月　株式会社ＩＧＰＩテクノロジー 代表取

締役ＣＥＯ（現任）

400株

＜社外取締役候補者とした理由＞

望月愛子氏は、会計に関する専門的な知識と多くの企業の事業再生にかかわった経験を有

しており、その知識や経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者とし

たものであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

６

再任

い

伊
とう

藤
しげ

茂
き

樹

(1959年７月30日生)

1983年４月　日本電気㈱入社

2009年10月　同社航空宇宙・防衛事業本部宇宙システ

ム事業部長代理

2013年４月　同社宇宙システム事業部長代理兼宇宙･防衛

事業推進本部 エグゼクティブエキスパート

2013年６月　同社宇宙・防衛事業推進本部長

2013年６月　当社監査役

2015年６月　当社取締役（現任）

2017年４月　日本電気㈱社会基盤ビジネスユニット 

主席主幹（現任）

－

＜取締役候補者とした理由＞

伊藤茂樹氏は、日本電気㈱において宇宙・防衛事業に長年携わっており、当社の基盤事業

である情報システム事業に対し豊富な知識と経験を有しております。その経験等を当社の

経営に反映していただくため、取締役候補者としたものであります。

７

再任

おお

大
く

久
ぼ

保 　
さと

智
 

　
し

史

(196 9年１月７日生)

2005年３月　日本電気㈱入社

2013年４月　同社経営企画本部関連企業部シニアマネ

ージャー

2014年４月　同社経営企画本部コーポレートアライア

ンス部プロジェクトディレクター

2017年４月　同社コーポレートアライアンス本部プロ

ジェクトディレクター

2018年４月　同社経営企画本部長代理兼経営企画本部

関連企業部長（現任）

2018年６月　当社取締役（現任）

　　　　　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会

社 社外監査役（現任）

－

＜取締役候補者とした理由＞

大久保智史氏は、日本電気㈱において経営企画部門に長年携わっており、経営に関する専

門的な知識と経験を有しております。その経験等を当社の経営に反映していただくため、

取締役候補者としたものであります。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．延岡健太郎および望月愛子の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、延岡健太

郎および望月愛子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして

おり、延岡健太郎および望月愛子の両氏は独立役員として届け出ております。両氏の再

任をご承認いただいた場合には引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

３．秋津勝彦、伊藤茂樹および大久保智史の各氏は、業務執行を行わない取締役の候補者

であります。

４．伊藤茂樹および大久保智史の両氏は、当社の親会社である日本電気㈱の業務執行者で

あり、過去５年間においても同社の業務執行者であります。なお、各氏の同社における

現在および過去５年間の地位および担当は、上記「略歴、当社における地位、担当およ
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び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。

５．上田勇氏は、当社の親会社である日本電気㈱の業務執行者であったことがあり、同氏

の同社における過去５年間の地位および担当は、上記「略歴、当社における地位、担当

および重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。

６．延岡健太郎氏および望月愛子氏は、現在､当社の社外取締役であり、社外取締役として

の在任期間は、本総会終結の時をもって、延岡健太郎氏は６年、望月愛子氏は５年とな

ります。

７．取締役候補者　上田勇、竹内正人および秋津勝彦の各氏の当社における担当および重

要な兼職の状況については、「事業報告　３．会社役員に関する事項」11頁に記載のと

おりであります。

８．伊藤茂樹氏は、ＮＥＣネットワーク・センサ株式会社の定時株主総会（2019年６月19

日開催予定）の承認が得られた場合、同社の取締役に就任予定であります。また、望月

愛子氏は、ＲＩＺＡＰグループ株式会社の定時株主総会（2019年６月22日開催予定）の

承認が得られた場合、同社の社外取締役に就任予定であります。

９．当社は、社外取締役が期待される職務を十分に発揮できるように延岡健太郎および望

月愛子の両氏の会社法第423条第１項の規定に基づく損害賠償責任につき同法第427条

第１項の規定に定める責任限定契約を両氏との間で締結しております。その賠償責任

限度額は、同法第425条第１項において 低責任限度額と定義された金額としており、

両氏の再任をご承認いただいた場合は､当該契約を継続する予定です。また、非業務執

行取締役　伊藤茂樹および大久保智史の両氏の会社法第423条第１項の規定に基づく損

害賠償責任につき同法第427条第１項の規定に定める責任限定契約を両氏との間で締結

しております。その賠償責任限度額は、同法第425条第１項において 低責任限度額と

定義された金額としており、両氏の再任をご承認いただいた場合は､当該契約を継続す

る予定です。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役　千原真衣子氏の任期が満了いたしますの

で、あらためて監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

再任 社外 独立

ち

千
はら

原 　
ま

真
い

衣
こ

子

(197 4年５月３日生)

2002年10月　弁護士登録

　　　　　　長島・大野・常松法律事務所入所

2008年５月　米国コロンビア大学ロースクール修了

（LL.M.）

2011年11月　片岡総合法律事務所入所

2014年１月　同事務所 パートナー（現任）

2015年６月　当社監査役（現任）

－

＜社外監査役候補者とした理由＞

千原真衣子氏は、弁護士としての法律に関する専門知識や企業法務に関する知見が当社の

監査体制に有益であると判断し、社外監査役候補者としたものであります。なお、同氏は、

社外役員となる以外の方法で過去に会社の経営に関与された経験がございませんが、上記

の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

　　　２．千原真衣子氏は、社外監査役候補者であります。なお、千原真衣子氏は、東京証券取

引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。

千原真衣子氏の再任をご承認いただいた場合には、同氏を引き続き独立役員とする予定

であります。

　　　３．当社は、社外監査役が期待される職務を十分に発揮できるように千原真衣子氏の会社

法第423条第１項の規定に基づく損害賠償責任につき同法第427条第１項の規定に定める

責任限定契約を同氏との間で締結しております。その賠償責任限度額は、同法第425条第

１項において 低責任限度額と定義された金額としており、同氏の再任をご承認いただ

いた場合は､当該契約を継続する予定です。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場　東京都千代田区六番町15番地

主婦会館プラザエフ

株主総会の来会記念品はご用意しておりませんので、何卒ご理解賜りますよう
お願い申しあげます。
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地下鉄
南北線
四ツ谷駅
麹町方面改札出口３

地下鉄
丸ノ内線
四ツ谷駅
赤坂方面改札出口１JR

四ツ谷
駅聖イグナチオ

教会
上智大学

スクワール
麹町

ロータリー
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学園

至東京

至半蔵門 新宿通り 至新宿
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麹町口

主婦会館プラザエフ

至新宿

外
堀
通
り

ＪＲ(中央線)　　：四ツ谷駅(麹町口)から徒歩１分

地下鉄(丸ノ内線)：四ツ谷駅(赤坂方面改札出口１)から徒歩３分

地下鉄(南北線)　：四ツ谷駅(麹町方面改札出口３)から徒歩３分


